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税を知る週間協賛行事

公開講演会と会員表彰式が挙行される
税を知る週間協賛行事として'恒例と

なった公開講演会が、昨年は11月 9日

午後 2時から、ホテルラポール千寿閑

4階寿 ・蓬莱の間で盛大に開催された。

1，T.. _ .!TI! 
主催社
7五人 町田房

講師は、元NHK解説委員、公共経

済調査会理事長で、政府の政策決定に

幅広く関与している、広瀬嘉夫氏。演

題は、「変わる世界とこれからの景気」

バブル崩壊不況の出口をさ ぐる一

当日は、あいにくの秋雨にもかかわ

らず、250名超の聴衆が詰めかけて、満員の

盛況となり 、講師の鋭い切り口の講演に、熱

心に聞き入っていた。(講演要旨は次ページ

に掲載)

功績表彰式を挙行

公開講演会に先だち、会員の功績表彰が行

平成4年度

地区会 法人名 氏 名 1~ Jli故

原町田第一 (有)杉本屋酒 j苫 高橋 一 行 会計

原11町田第二 (名)平野 屋金物庖 平本勝~ 班第長5支部総長務

(有)森野無線 森 康吉 第組級2制支部班長

森 里耳'
会第3支部総班長(鮒 弘 文 堂 植木 一 郎 前・ 務副

(有)小 沢 工 業 所 小l京深正次
中IIJJ2組
第6班長

中町 ・旭町
旭IIJ]支部

(掬高 山 商 j苫 高山隆
第l班長

学園 ・大谷 八 昭印刷 側 上村徳次 学園支部長

本 町 田 (掬インテ リアシムラ 山本哲男 班長 ・研修

金森・高ケ坂 情)加藤 電機 加藤勝 9j 金森支部組織長・班長 ・

あるけい総 業町村 木目田邦夫 第会計2支・部総長務 ・

成 瀬

岡市川コンク リ」ト工業所 市 川知 男 第4支部班長

小川つくし野 (槻 カ ザ て7 風間克己
第2支部長 ・
研修

講師広瀬嘉夫氏。「これからの景気は…」

われた。町田税務署から松田署長ほか幹部の

方を来賓に迎え、数多くの会員の見守る中、

杉浦研修委員長の司会で式が進行、石井会長

から受賞者一人一人に表彰状が手渡され、 記

念品が贈られた。受賞者は24名で下記名簿の

通り。

功績表彰対象者

地区会 法人名 氏 名 ili:し ~故

餓 問 (羽町田グリーンゴルフ 久保田忠、司 幹事研修

鶴川 第一 (鮒越 後 屡 山 波守男 会計 ・班長

鶴川 第 二 (有)シ マ ノ 島 野 栄 会言|・総務

鶴川第 三 体制鶴川設備工業 塙 勇
第]支部班長
組織

忠生 ・山崎 (有)中 llJ 工業 中山博正 会第計2支・総部長務。班長

忠 生 西 (有)池 田 工務庖 池田 博 総第務2支部班長

木 曽 (有)京 南 原 雄 三 第l支部班長

中目 原 相武 石 油 嗣 青木幸雄 支総部務長・班長

llJ (有)中 島 j酉 庖 中 島国男 総会計務 ・班長

源 泉音1¥会 側家具の 大正 堂 i幸田手111査 幹事

青年部会 (利煎 茶 屋 村松欄敏 副都会長

婦人部会 (仰なかじま衛事 中 島 明江 副部会長
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講演要旨

日本経済の動向、景気はどうなるかについ

てお話しします。

先ず現況ですが、昨秋から実質のゼロ成長

が続いている。18年前の石油ショック以来の

異常事態です。しかも今回の不況はあらゆる

産業を直撃しており 、新型不況、複合不況と

呼ばれています。

例えば自動車産業では20ヵ月以上減産を続

けている。減産しているのに在庫が増えてい

る。おかしな話です。景気回復の手順として

は、在庫減らしが必要条件であるが、この在

庫調整が終わるのは、「興銀レポート」では、

会場には約250名の聴講者がつめかけた。

93年4月一 6月と言っている。つまり来年 6

月まで景気の回復はあり得ないということで

す。

在庫調整が手間どるのは、最終需要とくに

個人消費と企業の設備投資の 2本柱がおかし

くなっているからです。企業が設備投資をし

ないのは、①過去の爆発的投資による過剰設

備をかかえている。②儲けが減っているから、

設備投資意欲が湧かない。③もっと深刻な問

題は、投資意欲はあっても資金調達ができな

いということです。これが今日のお話の「パ

フ。ル崩壊」の後遺症なんです。

株価の暴落と株取引量の激減によって、上

場会社は、資金を広く証券市場から吸い上げ

ることができなくなった。この株価は元には

戻らない。だから証券が駄目なら銀行からと

考えても、銀行も、株が下がって含み益がふ

っとんだので、金を貸す能力がない。銀行は

バブルの時に土地を担保に融資したので地価

の下落によって不良債権が増大した。これを

整理するのに10年かかる。いまや土地は担保

にならない。担保がなければ金を貸さない。

これが設備投資があがらない原因です。

もう一つ大きな問題があります。それは個

人消費の落ち込みです。個人消費の物差しと

なるデパートの売上げが、 7ヵ月連続して前

年を下回っている。スーパーの売上げも伸び

ない。この消費の低迷は長引きます。①あら

ゆるものが飽和点に達し、②その上気候の温

会長からひとりひとりに表彰状が手渡された。

温暖化が進んでいるからです。これでは物が

売れません。

不景気が始まった。政治不信が始まった。

企業が政策を信じなくなって、自分の責任で

事を処理することを考える。合理化と経費の

節約です。勤労者も、金を使わなくなった。

残業はなくなるし、賃金は上がらないでは、

消費を切りつめるしかないのです。

以上申し上げた設備投資の落ち込み、個人

消費の長期停滞を考えると、景気の回復には

相当手聞がかかる。景気が良くなるのは、 9

3年10月以降ではないかと思います。

皆さんは、あと 1年不景気が続くことを念

頭にお〆て、何が来ても乗り切れる態勢を再

構築しておくことが大事です。(文責事務局)

- 9 -



法人税問答シリーズ

土地取得に係る負債利子は

損金算入か? (前編)

A社長「先生、来年あたりを目処に従業員の厚生施設を取得したいと考えているので、すが。」

税理士「土地の値段も落ち着いているようですし、いい時期かもしれませんね。」

A社長「実は先週、物件を見てきたところなんですよ O 問題がなければ今期中に土地を取得し

て翌期早々に建物の着工に入ることができればと思っているので、すが。」

税理士「よほど気にいられたみたいですね。ところで、資金はどうなさるんで、すか。」

A社長「定期預金を一部解約して残りは銀行から融資を受けようと思っていますが、何か税務

上の問題があるので、すか。」

税理士「はい。新規取得土地等に係る負債利子の損金不算入の問題があります。」

A社長「具体的に教えていただけますか。」

税理士「社長も御存じのとおり法人税の取扱いでは、法人が支払う借入金の利子は期間費用と

して支払った事業年度の損金の額として計上することができるとされていますね。」

A社長「元本の返済は損金にはならないけど利息は損金でいいはず、で、すね。」

税理士「原則はそうです。ところが昭和63年の税制改正で63年12月31日以降に取得した土地等

に関しては負債の利子の損金算入が制限されることとなったんで、す。」

A社長「それは厳しいですね。どうしてそんな規定ができたんで、すか。」

税理士「現在は土地の価格も鎮静化していますが、当時はまだバブルの影響もあって土地が値

上がりを続けていたころでしたので、土地の仮需要の抑制を図る目的があったものと思わ

れます。あわせて、法人が借入金によって土地等の取得を行った場合、その土地等が法人

の事業の用に供されたかどうかにかかわらず、その支払利息が損金として認められること

などにより法人の節税策に利用されているケースも見受けられたのでしょう。」

A社長「うちの様に節税目的でない場合でも対象になるので、すか。」

税理士「残念ながらそうなんです。ただ交際費課税などと違って永久に損金として認められな

いわけではありません。つまり取得した土地等については、その取得後4年間についてそ

の負債の利子相当額の損金算入を認めず、その累積損金不算入額について 4年経過後の翌

事業年度から 4年間にわたって均等額(48ヶ月であん分)を損金の額に算入するというもの

ですから損金算入の繰延べ措置といえます。」

A社長「毎期の利息の全額が不算入になるんで、すか。」

税理士「いえいえ、そうではありません。概略をご説明いたしましょう。」

ハU
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。。制度の内容。。

1 適用対象法人

対象法人は、法人税の納税義務のあるすべての法人で、国内源泉所得を宥する外国法人の

ほか、収益事業を営む公益法人等及ぴ人格のない社団等も含まれます。

2 適用事業年度

昭和63年12月31日(基準日)以後に終了する各事業年度となりますが、解散の日を含む事業

年度等は除かれます。

3 損金不算入

法人が昭和63年12月31日以後に終了する各事業年度終了の時において新規取得土地等を有

・ する場合において、その事業年度にその新規取得土地等に係る負債利子損金不算入期間(原
則として、取得日から 4年間)が含まれているときは、その事業年度の負債の利子の額のう

ち次のいずれか少ない金額に相当する金額の合計額は、その事業年度の所得の計算上、損金

の額に算入しないこととされています。

損金不算入期間
① その新規取得土地等の基準取得価額 × 一一一一

1 0 0 1 2 

@ 100分の6に代えて、平均利子率によることもできます。

損金不算入期間
② その事業年度の負債の利子の額

-

4 損金不算入額の損金算入

法人の各事業年度が次の各号に該当する場合には、それぞれに定める金額の合計額を、そ

の事業年度の所得の計算上、損金の額に算入します。

(1) 損金不算入期間の末日を含む事業年度後の各事業年度

当期の月数
累積損金不算入負債利子額 x 損金算入額

4 8 

(2) 当該新規取得土地等の譲渡事業年度

累積損金不算入負債利子額の残額 = 損金算入額

(3) 解散等の日を含む事業年度

すべての累積損金不算入負債利子額の残額 = 損金算入額

5 確定申告等の要件

累積損金不算入負債利子額の損金算入は、次の事項が要件とされています。

① 損金算入とした事業年度から損金算入を行う事業年度の直前事業年度まで連続して確

定申告書を提出していること。

②①の事業年度の確定申告書に損金算入の計算に関する明細書を添付していること。

唱
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③ その損金不算入の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に損金算入額の記載

及ぴその明細書の添付があること。

@ その記載された金額が損金算入の限度額となります。

A社長「なるほど。損金不算入とはいってもいずれは認められるものなんですね。土地の値段

が3千万円だと、その6%の180万円が利益に加算されるわけか。大きいね。」

税理士「ただ当社の場合、翌期中には建物ができて事業の用に供する予定ですから、その時点

で損金不算入期間は終了しますので、実質は 1年分程度が繰り延べられることになります

ね。そのあたりのところを次回にもう少し詳しくお話をいたしましょう。」

A社長「ありがとうございます。私も少し勉強してみます。」

‘' 
税務署からのお知らせ

。確定申告はお早めに!

所得税の申告と納税は 2月16日(火)から 3

月15日(月)までです。 3月11日以降は大変混

雑しますので相談、提出はお早めにお願いし

ます。

申告書の提出は、郵送でも差し支えありま

せん。また、税務署には時間外収受ポストを

設置しておりますのでご利用下さい。なお、

申告書の控の返送を希望される方は切手を貼

った返信用封筒を同封して下さい。

※確定申告をしなければならない方

1 事業・不動産・譲渡・雑所得など各種所

得の合計額から所得控除を差しヲ|いた金額を

基として算出した税額が、配当控除額より多

い方。

2 給与所得がある方で、 1)給与の収入金

額が1，500万円を越える方。 2)給与を 1ヶ

所から受けている方で、給与・退職所得以外

の各種所得の合計額が20万円を越える方。 3) 

給与を 2か所以上から受けている方で、年末

調整をされなかった給与の収入金額と給与・

退職所得以外の各種所得の合計額が20万円を

越える方。 4)同族会社の役員や親族などで、

その法人から給与のほかに貸付金の利子、庖

舗などの賃貸料、機械などの使用料などの支

払いを受けている方。

3 平成4年に土地や建物などを譲渡した方。

※確定申告をすれば税金が戻る方

確定申告をしなくてもよい方でも、雑損控

除・医療費控除・住宅所得(等)特別控除など

を受け源泉徴収された税金が戻る方、あるい

は年の途中で退職し源泉徴収された税金が戻

る方などは還付を受けるための申告書を提出

することができます。 .. 

税務署の駐車場は 1月18日......4月上旬の間使

用できません!

付近一帯は駐車禁止です。ご来署は電車・

パスをご利用下さい。

。 電話で気軽なタックスアンサーを

身近な税金のご質問はお手持ちの電話でご

相談下さい。コンピューターがお答えいたし

ます。ご利用の際は、タックスアンサーコー

ド表(町田税務署・法人会事務局で配布〉をお

使い下さい。

宮 ダイヤル式 03-3213-2222
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O 税金について更に詳しくお知りになりた

い時は、税務相談室をご利用下さい。

東京国税局 03-3221-5430 

八王子分室 0426-26-5105 

立川分室 0425-26-0655

ご存じですか?

マイホームを売ったときの税金

-・F

マイホーム(自己の居住用の土地や建物)、

を売った場合の譲渡所得については、 r3，000

万円の特別控除」、「軽減税率の特例」や買換

え(交換)の特例」がありますが、所得税の確

定申告をするに当たっては、次の点にご注意

下さい。

~ r3，OOO万円の特別控除」、「軽減税率の

特例」

マイホームを売った場合には、売った方と

買った方の関係が親子等特別な関係がないな

ど一定の要件を満たすときは、 r3，000万円の

特別控除」の特例を受けることができます。

なお、昭和56年12月31日以前から所有して

いたマイホームで、買換え(交換)の特例の適

用を受けない場合には、 3，000万円の特別控

除を差しヲ|いた後の所得金額に軽減税率(所

' 得金額6，000万円以下の部分10%、6，000万円

を越える部分15%)を適用して所得税額を計

算することができます。

~ r買換え(交換)の特例」

この特例を受けるためには、次に揚げる要

件のほか一定の要件に該当しなければなりま

せん。①マイホームは、昭和56年12月31日以

前から所有していたものであること。

②父母又は祖父母がマイホームとしていたも

ので、これらの者から相続(遺贈)により取得

したものであること。③売った方が、 30年以

上の期間居住していたものであること。

。特例を受けるには
所得税の確定申告書に、これらいずれかの

特例の適用を受ける旨を記載するとともに住

民票(除票)の写しなど、特例に応じた一定の

書類を添付しなければなりません。

O なお、これらの特例の適用を受けたとき

は、「住宅取得等特別控除」の適用はありま

せんのでご注意下さい。

磁気テープによる

法定調書提出のご案内

法定調書は、磁気テープにより提出するこ

とができます。特に、支庖や工場等が多く、

電算処理により法定調書を作成している場合

には、本店等の所轄税務署に一括して磁気テ

ープによる提出ができます。

会員の皆様の事務効率化のためにも、磁気

テープによる提出について是非ご検討下さい。

なお、磁気テープの規格等は下記のとおり

ですが、詳細については町田税務署個人課税

第 1部門(資料情報担当) [ft0427 -28-7211 

内線314] までお問い合わせ下さい。

O 磁気テープの規格

1 記録密度 6，250BPI又は 1，600BPI

2 トラック数 9トラック

3 テープ幅 0.5インチ

4 テープ長 2，400フィート

5 記録コード JIS(8単位)又は

EBCDIK (8単位)

@1 漢字コードについては、原則とし

てJISコードですが、 JISコード以外

については個別に照会して下さい。

2 ファイルの仕様書等については、

説明書を作成しておりますので、個

別に照会して下さい。

qa 
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地区会活動報告
各地区会が活発に活動しています。

11月、 12月には各地区会が相続税をテーマ

に取り上げての研修会を中心に活発に活動さ

れました。

講師には、個人課税第 5部門の落合統括官

と法人課税部門の野村ー上席指導官が担当して、

各地区の会場を訪れました。

内容は、ビデオ「さよさんの春」を上映。

突然、相続の問題が持ち上がって困ってい

る主人公を中心に、様々な人の助言(こ こで で進められました。

妙に相続税に詳しい魚屋の主人が出る)を得 今回の研修会では、具体的な質問が相当出

る事で問題を解決していくと云う内容です。 され、どこの会場でも活発でしたが、 相続の

ビデオ上映の後、各々の講師より補足説明 問題を身近なものとして、真剣に考えるよう

が行われ、その後質疑応答に移っていく構成 になったことの表われと言えるでしょう。

南地区(金森・高ヶ坂、成瀬、小J11・つくし野、鶴間)合同研修会報告

去る、11月6日(金)午後 7時より南地 {一一一一一ーザ~

区合同の研修会をあさひ銀行成瀬支庖の

3階会議室を会場として開催致しました。

(参加者41名)

当日は、町田税務署の法人課税部門野

村上席指導官のご挨拶を頂き、講師とし

て個人課税第 5部門落合統括官にお願い

致し、「相続税の基本と計算」のテーマ

でビデオを含め、約 1時間ご講演を頂き

ました。具体的な事例のお話が多く、出

席者の皆さん熱心に聞いておられました。
南地区合同の研修会会場風景

質疑応答でも、活発にいくつかの質問が出ましたが、落合統括官の明快な答に、皆

さん納得しておられました。

研修会終了後、その場にて懇親会を聞き、現在行われている会員増強のお願いや地

区会の在り方等を缶ビールや缶ジュースを飲みながら話し合い、会員相互の交流と親

睦を深めました。なかなか話が尽きないようでしたが会場の都合もあり、 9時15分過

ぎに五冬了しましt.:.o

新しく参加された人も多く、有意義な研修会でした。

- 14 -



原町田第 1、第2地区会

日時 11月16日午後 2時一 3時30分

場 所八千代銀行町田支庖 5階会議室

テーマ 相続と事業継承

・ビデオ「さよ さんの春」上映

参 加 22名

森野、中町・旭町地区会

忠生・山崎、木曽地区会

日時 12月4日 午後 2時一4時

場所城南信用金庫原町田支庖

テーマ 相続税の基本と計算

・ビデオ「さよさんの春」上映

参 加 26名

忠生 .111111奇、木曽地区会では、去る11月

18日、パス研修会を実施。一路丹沢湖へ向

かいました。丹沢iliJJで記念撮影の後、 小田

原にあるみかん園でみかん狩りを楽しみま

した。会員相互の親l陸をはかり意義ある地

区の集いにしたいと云う目的も果たし有意

義な研修会でした。

学園・大谷、本町田地区会

日時 12月10日 午後 6時30分-8時30分

場所玉川学園文化センター

テーマ 相続税の基本と計算

・ビデオ「さよさんの春」上映他

参 加 45名

学園 ・大谷、本町田地区会では、このイ'iJf修

会を地域住民の方との接点とすべく「公開研修会」として企画しました。

「
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l 部会だより 源泉部会

研修会及び説明会の報告

税務研修会

平成 4年度第 2回の源泉部会税務研修会

は、 1 2月3日午後 l時から、八千代銀行町

田支庖 5階会議室において、約 30人の会員

を集めて行なわれました。

今回の研修テーマは、 「気になる調査官の

IlNJという文字どおり気になるテーマで、源

泉所得税の税務対策についての説明と自由討

議で、有意義な 2時間を過ごしました。

講師は、 11町田税務署から、 法人課税部門の

藤田統括官、野村上席調査官、大鈍上席調査

官および大村事務官をお迎えして、部会幹事

の高尾建設(株)佐藤総務部長の挨拶、さら

に藤田統括官のご挨拶に続いて、指導担当野

村上席調査官から、事例説明があ りました。

(事例)

l.職人さんに支払う作業費用は、外注費か

給与か。

2 従業員が契約して貸借した住宅の家賃を

会社が負担した場合、また会社が借り上げ、

た住宅を従業員に貸与した場合などの問題

点。

3.非居住者に支払う給与や報酬に対ーする源

泉所得税の取扱い。

源泉税の説明会ではお馴染みのおふたり…

藤田統括官と大鐘上席謂査官。

4.講演者に対して講演料のほかに支払う車

賃、昼食代についての解釈、また記念品を

渡す場合の解釈。

5.広告用のカレンダーに使用する写真を社

員から募集して、採用されたものに対して

支払う賞金は、給与か報酬か。

6. 非常勤役員に、会社が扱っている商品や

商品券を渡した場合の取扱いと評価額。

以上についての事例説明の後、出席者の皆

さんが、それぞれ関心のあるテーマを選んで

グループをつくって、活発に意見を出し合っ

て検討し、それを講師の方がサポートする形

で詰めに這入り 、おわりに野村上席調査官の

まとめがありました。

すぐに実務に役立つ研修でした。

年末調整事務等説明会

IHJ田税務署、l町田市役所及びIIIT団法人会

の共催による年末調整事務等説明会が、昨年

11月20日から30日までの聞に、5回にわたっ

て、市内 4か所の会場で開催されました。参

加者数は、合計で約500人に達し、会場では、

源泉部会の役員が、司会や受{すなどの仕事を

担当、活躍しました。

- 16 -



i 部会だより 出附

「第6同 法人会全国青年の集~)Jに参加して

青年部会副部会長 村松桐敏

感銘するものがあった。

特に リーダーは権力を持つのではな

く、権威を持つべきである事、また経

営者は常に利益の追求はも ちろんであ

るがその上に会社の環境、 時間の余裕、

演出を追加すべきであると話された事

は印象に残った。その後分科会が行わ

れた。テーマは第 1 iこれからの税制

を考える」第 2 i会員拡大と地域への

貢献」第3i研修と魅力ある青年部会」

私共は第3分科会に参加した。続いて懇親パ

ーティー、ホールにあふれんばかり身動きで

きない位の参加者ゲス トに 「モ ト冬樹&フ リ

ーマーケッ ト」他を用し盛大に行われた。式

典の前午前8時よりエクスカーションが行わ

れ、「未来と芸術 ・アー トポリス'92見学コー

ス」に参加、 「後世ーに残す文化的資産の創造」

熊本独自の個性的で魅力ある文化の創造をう

たって創られたユニークな建物「熊本警察署」

「県営保田窪団地」等を見学。熊本県テクノ

ポリスセンターではロボットが書いた似顔絵

を手に無事熊本大会が終了した。

昨年11月6日、第 6団法人会全国青年の集

いが開催された。

昨年の名古屋大会より主催に(財)全国法人

会総連合が加わり、本年は今や話題の「アー

トポリスJ i森の都」九州熊本キヤヅスルホ

テルが会場となった。当青年部より 三橋部会

長、牧野、 塩谷、村

た。本大会のテ一マは i'‘“へ1‘'.情|育熱"発進くまもと」

と銘打打aつて、式典はオープニ ングの大会旗入

場に始まり、熊本大会会長赤星邦紘氏の歓迎

の言葉、全法連会長横河正三氏、国税庁法人

税課長漬田明正氏他多数のご来賓と 1880名

余の青年部会員を集め

盛大に挙行された。記

念講演には元NHKア

ナウンサー鈴木健二氏

をお迎えして「リー ダ

ーの価値は何で決まる

か」のお話、若き経営

者の集まりの我々には

ヮ，
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部会だより 婦人部会 I

会員増強運動に参加して

副部会長神蔵玉江

会員増強運動が始まると目的達成のため、

堤部会長の肩に10社のお願いがされました。

私には大きな力はありませんが駐車場を利

用してくださるお客様や取引業者の人に、本

音でお話をし、理解していただきます。

r 1人でも多くの人に出会い、経営面や税

務は自分で勉強しなければ…」などと話が進

み、入会していただきます。その後のアフタ

ーサービスは常に心掛けています。

会計監査三沢靖代

忙しいということは文字通り心を亡くして

しまうものでしょうか。毎日の仕事に追われ

て仲々会員増強運動にもご協力出来ませんが、

何とかあと 1社でも追加したいと思っており

ます。

私の場合、法人会の活動内容の説明と私自

身の法人会に対するとらえ方、接し方をお話

します。そしてキャンペーン期間中私にも増

強のノルマがありますので、お仲間として入

会して下さるならこの機会にお申込み下さる

様にとお話し致します。但しお願い申します

と言う様な言い方はあまりしません。

幹事金子ハナ

中小企業の片棒を背負ってゆくのは、婦人

としても大変なことなので「良く税務を勉強

すべきだ」と社長さんにお話をしました。

そして後日婦人部会の活動もお話しし、是

非入会してほしいとお願いしました。数日し

て、娘さんが入会申込書を持参して下さった

時はとても感激いたしました。

夏の研修での室井馬琴さんのお話を聞いて

「自分で一生懸命行動しなくてはいけない」

と教えられ会員増強にも参加しました。

‘. 
幹事峯句似子

主人の逝去の後、気力も体力も減退ぎみで

したが、増強運動には一生懸命取り組みまし

た。やはり前もって入会をお願いしておいて

後に書類をいただきに行きました。その時に

地区役員の方と鉢合わせしてしまいましたが、

先に言っておいたので、いただきました。地

区役員の方巾しわけありませんでした。

部会長堤 敏子
会全1:を設立するかもしれないという友人の

声に、その時は入会して下さいねとお願し、し

ておきました。さっそくお電話をいただき、

早々にとんで行き申込みをいただきました。

婦人部会の皆さんの御協力心より御礼申し上

げます。目標の 10社ももうすぐ達成できそ

うです。

‘' 

〈婦人部会これからの行事予定〉

。2月15日一確定申告初日甘酒サービス
(0)2月17日一見学研修会(熱海方面)

(0)3月下旬一料理講宵会(春の料理)

口
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研修委員会

平成4年度 中級実務簿記講習会実施報告

毎回大変な好評を頂いている、実務簿記講

習会中級編が10月 1日より開講し、 去る11月

26日終了しました。今回で10回を数える中級

編も最終日の開講式では24名の方々が全過程

を修了され受講者を代表して、(学)玉川学園

の中村元さんが石井会長から修了証書と記念

品を贈呈されました。

来賓には吉金特別国税調査官と野村上席指

導官に御出席をいただきました。

研修委員会 副委員長 伊 田 卓己

写真は、中級実務簿記講習会の開講式風景

古** * 
平成 4年度第10田中級実務簿記講習会で、全 (樹アユミ電機 皆川| 和江

過程を修了された24名の方々(敬称111告) (刷出雲測量設計事務所 鶴田史郎

惰)小出商庖 松浦愛子

事業 所 名 氏 名 惰)サンエースコーポレーション 森 光江

(樹長州興業 金子 晴子 システムラボ(t*l 大河原葉子

(有)サガミ 巧芸杜 演千代美 (有)ダイシン 大内 進

惰)玉川経営研究所 渡辺実佳 東京建材(槻 4、111.毎ゆかり
(制東邦商事 松永智章 情)いくた食品 生田圭子

若葉重設(株) 山中悦子 (有)西菱プラント 宍戸美智子

ハイパーニクス(有) 則包 具美 (有)栄文堂 鈴木妙子

カブト建材(附 柴111奇はるよ (学)玉川学園 中村 フじ

、、. (学)玉川学園 井出昌明

(学)玉川学園 菅居 毅

伴)玉川学園 中村順一

制小杉技研 池田則子

Wj0ろんろん亭 宮原 薫

惰)小山管理サービス 小山 典子

受講者の皆さん、お疲れ様でした。
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税制委 せ
税制改正要望に早期取り組みを

税制委員会では今期末に向けて、次の項目

について事業を予定しております。会員皆様

のご協力をよろしくお願いしたいと考えてお

ります。

(1) 確定申告の初日提出を実行したい。

税制委員会委員長野川 清

制度を活用することで、納めるべき所得税額

を減少させることもありえます。控除のポイ

ント、又はビデオ等により、積極的な対策を

図りたいと願っております。

(3) 税制改正要望の早期取り組みについて

現状、豊かさを実感できるには程遠く、個2月16日の申告初日に、会員皆様のご協力

を賜わり率先して早期提出を実行してまいり

たい。

人の協力や選択では、打開がむずかしく、不 ， 
平等感がつのるばかりな感がいたします。

(2) 確定申告説明会の開催について

多くの行事のなかで、日程が取れるかどう

か、総務、研修各委員会と調整が必要になり

ます。

所得税の申告義務のある方は、また税金

を納めるのかと頭の痛いことと思います。

しかし、確定申告は税金を納めるばかりで

はありません。申告をすることによって、サ

ラリーマンでも毎月の給与から、源泉徴収さ

れた所得税が還付される場合もあり、各種の

所得税確定申告を
早期に済ませましょう

これまでの 5年間に消費税、法人特別税な

どが新たに生まれ、 21兆円の増収が実現した

といわれています。この中にあって、毎年税

体系の適正化と低減を求めて、中小企業の代

表として提案をし、その実現に向けて活動を

いたしております。税制改正要望事項につい

ては、税制委員会として大きな柱であると考

えており、早期に各地区の要望を取りまとめ

るべく準備をいたしますので、ご理解とご協

力をお願い申し上げます。

-初日には甘酒のサービスがあります-

所得税確定申告の受付は 2月16日から 3月15日までです。

町田法人会税制委員会(委員長 野川 清)では、確定申告書の早期提出を呼びかけて

います。法人会会員の皆さん、揃って早めに申告を済ませましょう。特に役員の方は率先

して、初日 (2月16日)に提出しましょう。

今年の確定申告初日には、法人会婦人部会(部会長堤敏子)が税務署に甘酒コーナ

ーをつくって、申告に来られた方に、あたたかい、おいしい甘酒を飲んでいただきます。

多くの方の初日申告をお待ちしています。

- 2.0 
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地区委員の会議を開催
一一総務・組織・研修の各委員 一一

平成3年度から各地区に置かれている総務、

組織、研修の各委員が、それぞれ本部の委員

と合同で、会議を開催しました。

構成メンバーは、会長、副会長、専務理事、

地区会長と本部、支部の各委員で、 町田税務

署の幹部の方にも臨席していただきました。

会場は、いずれも町田税務署3階会議室で、

日程及び会議の内容は次のとおりでした。

< 10月12日 組織委員会〉

「組織の整備と会員増強の具体策について」

をテーマとして

(1) 役員増加の必要性

(2) 役割分担の確認

(3) 地区内の連絡態勢

などについて協5義しました。

特に、役員増加の必要性については、最近

の会の発展、会員の増加に伴って、役員の負

担が重くなっていることもあり、地区会員相

互の連携を密にするためにも、会員10につき

役員 lの割合を保つことが必要であるとの合

意を得て、各地区とも組織の強化を I~I ること

を約しました。

岩各
汁， -6. 
IIX 73; 

専議
務で
理進
事行
係
を
務
め
た

< 10月13日 研修委員会〉

「研修参加者4，000達成のための具体策に

ついて」をテーマとして

(1) 声をかけあうための連絡態勢

(2) ミニ研修会

(3) 税務以外の研修、レク リエーションの

実施

などについて協議しました。

地区会が主催する研修は、会の研修事業の

中で大きなウエイトを占めており、これを強

力に推進することこそが、会の活性化につな

がるという意見で一致しました。

< 12月7日 総務委員会〉

「地区会の運営について」をテーマとして、

(1) 班名簿の作成

(2) 役割分担の確認

(3) 地区内の連絡態勢

などについて協議しましたO

班名簿の作成は、 地区会の連絡態勢の確立

のためにも急務であり、ただちに整備する こ

ととしました。

以上、各委員会とも熱心に、各地区会から

の現状報告や意見交換を行った後、 和やかな

懇談の時を過して、散会しま した。
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亡コ事務局だよりにコ

川越に江戸を見た

司・v

三多摩法人会連合会では、年に 1度、事務局職只研修

会を催しています。 H下年秋には、東村山の企画で、江戸

の面影を今に残す歴史の町“川越"を訪ねました。

町田からは3名参加、 7法人会で約30名が集って、「小

江戸パス」による史跡等研修、川越めぐりです。

喜多院 正式の名称は、星野山無量寿寺喜多院。三代

将軍家光の時、江戸城から、家光誕生の問や春日同化粧

の聞を移築し、書院などに当てた。 時の鐘(冊子「小江戸川越」から)

仙波東照宮 久能山に葬られた徳川家康の遺体を日光に改葬するための移送の途中、喜多院

に4日間待脅し、かの天海僧正が大法要を科・んだ縁によって、ここに東照宮が創建された。

五百羅漢 喜多院にある五百羅漢は、天明初期 (18世紀)から50年を費やして、完成され

たもので、なかには犬や猿と戯れたり、昼寝したり等、庶民的なものが多く、眼鏡をかけた像

も一つある。 538体を触っていくと必ずぬくもりを感じる像があって、それがあなたの先祖様

ですと言われたが、急ぎ足の団体行動では、出会うのは無理でした。

川越城 太田道穫が建てた城は焼失、江戸時代に造営された本丸御殿の玄関には三つ葉葵の

よ叫・十一幽

紋所が残されている。平城。

博物館 白壁造りで、川越の歴史を伝える。

昼食 焼ちゅう、オードブル、ょうかん、酢の物、凶子汁、グラタン、天ぷら、煮物、御

飯、そば、ぜんざい、アイスクリーム、これが、全部川越名産いも料理。

菓子屋横丁 駄菓子屋さんが、ずらり 15軒。せんぺい、飴、甘納豆、カリン糖、金平糖、カ

ルメ焼き…色とりどり、郷愁の町です。

蔵造りの町並み 本場の江戸にも残っていない黒い厚い壁、大きな鬼瓦と高い棟は、川越藩

・城下町の昔を偲ばせてくれます。

資料館 庖蔵に袖蔵を併立した蔵造り。二階座敷に上って、降りようとして、忍者屋敷にも

紛う狭くくねった急階段を、あわやの所で敬遠するのは、お淑やかさか、それとも横丁でのお

菓子の食べ過ぎのせいか。

帰り かかえきれない程のおみやげでした。
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カミん保険定期検診安心は、

.... 押

さら仁ワイドな「総合保障型」です。
{契約3ロあたり}

診断給付金lー均金として) 砂300万円

入院給付金{入制御l固につ剖 判 5万円

在宅療養給付金(1退院につき)砂 60万円

通院給付金(1日に叫 砂1.5万円

死亡保険金 制 50万円

※診断給付金通院給付金・死亡保険金につ

いては、満65歳以上の場合それぞれ半額にな

ります.

.法人会会員の皆織は、集団取級契約ができ

ますo.法人が契約者となられた場合の保険
料は損金級になります.・保険料は契約時的

年齢で決まりますo(集団取級・個人契約・月払

い3口/35歳5，550円、同議8，520円)・l人通算

a口までご官日入になれます(印鑑以上田方は3

口までです)0・家族契約が割安でお得です.

・入院給付金は回数、回数に制限な〈お支払

いします.

・詳細については、パン7レ汁や『ご契約のし

おりー約款」をご覧ください.

吋--.~~

p〆

タ
バ
コ
控
え
目
、
酒
に
も
飲
ま
れ
な
い
。
適
当

な
睡
眠
と
体
重
を
保
ち
、
規
則
的
に
運
動
す
る
、

な
ど
な
ど
:
:
:
。
そ
の
上
、
が
ん
の
定
期
検
診
と

ス
ー
パ
ー
が
ん
保
険
が
あ
れ
ば
安
心
で
す
ね
。

社
長
さ
ん
。
大
切
な
社
員
の
健
康
、
万
全
に
。

.引受保険会社 A 

組 問C!:?;~!!??だり一生命保問 j百子支社
.&11'-一一-ーー ":>r7"'" 7).-' コロ"ス 干192東京都八王子市東町9-10安田生命八王子ビJiJ4階 宮0426(44)0371


